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令和７年１２月１７日（水曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  佐  藤  政  人  委員     ３番  野  口  康 一 郎  委員 

   ４番  児  玉     崇  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  安 孫 子  義  徳  委員     ７番  太  田  陽  子  委員 

   ８番  佐  藤  耕  治  委員     ９番  渡  邉  賢  一  委員 

  １０番  伊  藤  正  彦  委員    １１番  古  沢  清  志  委員 

  １２番  太  田  芳  彦  委員    １３番  阿  部     清  委員 

  １４番  沖  津  一  博  委員    １５番  荒  木   春 吉  委員 

  １６番  後  藤  健 一 郎  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

齋 藤 真 朗  市 長  猪 倉 秀 行  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  小 林 博 之  財 政 課 長 

渡 辺 智 昭  市民生活課長  武 田 栄 治  建設管理課長 

渡 邉 健 一  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 小 関 光 彦  商工推進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長     

○事務局職員出席者 

髙 橋 良 子  事 務 局 長  伊 藤 正 弘  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  熊 谷 拓 哉  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   令和７年１２月１７日（水）   午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第６６号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ２ 議第７７号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃  ３ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○安孫子義徳委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○安孫子義徳委員長 日程第１、議第66号令和７

年度寒河江市一般会計補正予算（第８号）及び

日程第２、議第77号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）の２案件を一括議題とい

たします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○安孫子義徳委員長 日程第３、分科会審査の経

過並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○安孫子義徳委員長 初めに、総務産業分科会委

員長報告を求めます。月光総務産業分科会委員

長。 

  〔月光裕晶総務産業分科会委員長 登壇〕 

○月光裕晶総務産業分科会委員長 総務産業分科

会における審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  本分科会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第66号第１表

中歳入全部、歳出第６款、歳出第７款、歳出第

８款及び第２表、第３表並びに議第77号第１表

中歳入全部であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第66号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第８号）第１表中歳入全部を議題
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とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第１表中歳出第６款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「有害鳥獣被害防止対策事業につい

て、熊・イノシシ等に係る出動経費に充てると

のことだが、これまで支給していた１回当たり

の出動経費に上乗せする形で補正を行うものな

のか」との問いがあり、当局より「単価を上乗

せするものでなく、当初予定をしていた出動件

数を大幅に上回る見込みとなったことから、出

動人数及び回数の増加に対応するための追加補

正となります」との答弁がありました。 

  委員より「本事業の中に新たなわなの購入費

用は含まれているのか」との問いがあり、当局

より「協議会負担金として、箱わな１基分の購

入費用が含まれております」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第１表中歳出第７款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「酒米価格高騰に伴う補助金とのこ

とだが、市内３社の酒蔵では酒米をどの程度使

用しているのか」との問いがあり、当局より

「市内３社の酒造メーカーにおける令和７年度

の仕入れ見込量は、合計で約968俵です」との

答弁がありました。 

  委員より「中心市街地活性化センターリニュ

ーアル事業における、防火シャッター７枚の工

事はどの位置のものか」との問いがあり、当局

より「今回の工事は、２階エスカレーターを囲

む形で設置されている防火シャッター７枚を一

式交換するもので、階段部分の防火シャッター

は今回の工事区画から外れております」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第１表中歳出第８款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「管理委託費の増額とのことだが、

原材料費や電気料等の値上がりが影響している

のか。施錠・解錠管理は当初から想定されてい

なかったのか」との問いがあり、当局より「電

気料等の値上がりによるものではなく、トイレ

クラウドの管理費及び附帯施設の施錠・解錠を

行うための経費であり、当初は想定していなか

ったため今回追加補正を行うものです」との答

弁がありました。 

  委員より「トイレクラウドの管理は指定管理

者が行うのか」との問いがあり、当局より「長

時間利用者の把握等は指定管理者が行いますが、

利用状況データの管理についてはトイレメーカ

ーが行います」との答弁がありました。 

  委員より「トイレクラウド及び施錠・解錠に

係る月額費用は幾らか」との問いがあり、当局

より「トイレクラウドの管理費は月額約９万

9,000円、施錠・解錠に係る費用は月額約４万

9,000円です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第２表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第３表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案を了とすることに決しました。 

  次に、議第77号令和７年度寒河江市一般会計

補正予算（第９号）第１表中歳入全部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質
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疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  以上で、総務産業分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○安孫子義徳委員長 次に、厚生文教分科会委員

長報告を求めます。野口厚生文教分科会委員長。 

  〔野口康一郎厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○野口康一郎厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本分科会は、12月11日及び17日、委員全員出

席し開会いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第66号第１表

中歳出第２款、歳出第３款及び歳出第４款並び

に議第77号第１表中歳出第４款であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第66号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第８号）第１表中歳出第２款を議

題とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「市街地指定管理鳥獣出没対策事業

について、購入予定の消耗品及び備品の数は」

との問いがあり、当局より「消耗品について、

ヘルメットが10個、フェースガードが10個、フ

ラッシュライトが４個、撃退スプレーが38本、

のぼり旗が20枚、ポールが20本、緊急銃猟用の

ゼッケンベストが38枚です。備品については、

双眼鏡が２台、無線機が３台、防護盾が８枚で

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「保育所運営事業について、しらい

わ保育所でシロアリ被害が発生したため、その

修繕に係る費用とのことだが、ほかの保育施設

では同様の被害は確認されていないのか」との

問いがあり、当局より「ほかの保育施設では確

認されておりません」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第66号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第77号令和７年度寒河江市一般会計

補正予算（第９号）第１表中歳出第４款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「湯るりさがえからは温泉使用料を

徴収しているのか」との問いがあり、当局より

「湯るりさがえについては、新寒河江温泉給湯

条例第５条により適用除外となっているため、

徴収していません」との答弁がありました。 

  委員より「備品購入費について、指定管理者

から市が備品を買い取るということだと思うが、

その妥当性は」との問いがあり、当局より「指

定管理者と契約を解除した後の運営に必要な備

品については、現に施設にて使用している備品

等を減価償却分を差し引いた金額で市が買い取

り、継続使用したほうが、新しく備品を購入す

るよりも効率的だと考えました」との答弁があ

りました。 

  委員より「既に指定管理者から販売された回

数券について、今後の取扱いはどうなるのか」

との問いがあり、当局より「販売済みの回数券

については、今後も引き続き利用していただく

ことを考えています。また、回数券の販売代金

は、指定管理者がその収入として運営に充てて

いますが、今後、業務委託となった場合の使用

料は市の歳入となります。そのため、今後利用

された回数券については、指定管理者と精算さ
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せていただく予定です」との答弁がありました。 

  委員より「およそ3,000万円が計上されてい

るが、施設を改修するわけでもなく、運営者も

替わらないのであれば、市民の理解を得られな

い。金額の根拠を示してほしい」との問いがあ

り、当局より「補正予算を計上した段階では、

事業者の選定方法や今後の人件費の高騰、その

ほか予期せぬ事態等も想定して予算を計上しま

した。今後、入札等に当たっては、徴収する見

積書等を含め精査しながら、業務委託として発

注したいと考えています」との答弁がありまし

た。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  以上で、厚生文教分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○安孫子義徳委員長 日程第４、これより質疑・

討論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第66号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第８号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、原案を

了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第66号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議第77号令和７年度寒河江市一般会計

補正予算（第９号）を起立により採決いたしま

す。 

   〔月光裕晶委員 退席〕 

  本案に対する各分科会委員長報告は、原案を

了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の委員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第77号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

   〔月光裕晶委員 着席〕 

 

   閉    会     午前９時４５分 

 

○安孫子義徳委員長 以上をもって予算特別委員

会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  安孫子 義 徳 


